
 

０－１ 
 

第０章 総則 
 

第１ 趣旨 
この基準は、豊田市危険物規制規則（昭和４７年３月規則８号）第２７条の規定に基

づき、危険物の規制事務を統一的に処理するために必要な基準（以下「審査基準」とい
う。）を定めるものとする。 

第２ 標準処理期間 
許可申請に係る標準的な処理期間は、申請書到達の翌日を起算日とし、土日、祝日を

除く１４日とする。 
第３ 用語 

この審査基準の用語は、次の例による。 
１ 「法」とは、消防法（昭和２３年法律第１８６号） 
２ 「危政令」とは、危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号） 
３ 「危省令」とは、危険物の規制に関する規則（昭和３４年総理府令第５５号） 
４ 「危告示」とは、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示（昭和４９

年自治省告示第９９号） 
５ 「危告不」とは、製造所等の不活性ガス消火設備の技術上の基準の細目を定める告示

（平成２３年総務省告示第５５７号） 
６ 「危告ハ」とは、製造所等のハロゲン化物消火設備の技術上の基準の細目を定める告

示（平成２３年総務省告示第５５８号） 
７ 「危告泡」とは、製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示（平成２

３年総務省告示第５５９号） 
８ 「施行令」とは、消防法施行令（昭和３６年政令第３７号） 
９ 「施行省令」とは、消防法施行省令（昭和３６年自治省令第６号） 
１０ 「建基法」とは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 
１１ 「建基令」とは、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号） 
１２ 「予防条例」とは、豊田市火災予防条例（昭和４７年豊田市条例第２号） 
１３ 「ＪＩＳ」とは、日本産業規格（産業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第２

０条第１項の日本産業規格をいう。）をいう。なお、省令、告示及びこの審査基準中に
ＪＩＳを引用して定めている技術上の基準については、当該ＪＩＳの最新のものを適用
する。 

１４ 「製造所等」とは、法第１０条第１項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所をい
う。 

１５ 「障壁」とは、危政令第１０条第３項第４号の「厚さ７０ｍｍ以上の鉄筋コンクリ
ート造又はこれと同等以上の強度を有する構造」の壁をいう。 

１６ 「防火上重要ではない間仕切壁」とは、建築基準法で定める主要構造部に該当しな
い壁のうち、危険物を取り扱わない場所に設けるもの、又は区画を形成しないものであ
り、かつ、壁の有無により消防用設備等の設置に影響がないものをいう。 
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第４ 凡例 
参考とした運用通知の凡例は以下のとおり。 

（例）（Ｓ34 国消予 17） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｓ︓昭和 
Ｈ︓平成 
Ｒ︓令和 

ローマ数字に続く算用
数字は通知が発行され
た年を示す。 

文書に付された記号を略したもの。 
（例） 
国消予︓国消甲予発 
自消予︓自消丙予発 
予︓消防予 
危︓消防危 

文書に付された番号を略したもの。 


